
 
議
案
第
四
十
六
号 

 
 

 

中
央
区
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
改
正
に
係
る
意
見
の
申
出
に
つ
い
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
し
ま
す
□ 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提
出
者 

 

中
央
区
教
育
委
員
会
教
育
長 

 

平 

林 
 

治 

樹 

  
 

 

中
央
区
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
改
正
に
係
る
意
見
の
申
出
に
つ
い
て 

別
紙
の
と
お
り
中
央
区
長
か
ら
意
見
を
求
め
ら
れ
た
中
央
区
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

の
改
正
案
に
つ
い
て
は
□
異
議
あ
り
ま
せ
ん
□ 

  

□
説 

明
□ 

 
 

 

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
□
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
□
第
二
十
九
条
の
規
定
に

基
づ
き
□
区
長
か
ら
意
見
を
求
め
ら
れ
た
の
で
□
こ
の
議
案
を
提
出
し
ま
す
□ 





別紙 

 

中央区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の改正について 

 

 

１ 内容 

（１）期末手当の支給月数の改定 

   年間支給月数を０．０２５月引き上げる。 

   

支給月 
改  定  後 

現 行 
令和８年度以降 令和７年度 

６月 １．２６２５月 １．２５月 １．２５月 

１２月 １．２６２５月 １．２７５月 １．２５月 

計 ２．５２５月 ２．５２５月 ２．５０月 

 

 

（２）勤勉手当の支給月数の改定 

   年間支給月数を０．０２５月引き上げる。 

 

支給月 
改  定  後 

現 行 
令和８年度以降 令和７年度 

６月 １．１８７５月 １．１７５月 １．１７５月 

１２月 １．１８７５月 １．２０月 １．１７５月 

計 ２．３７５月 ２．３７５月 ２．３５月 

 

（３）規定整備 

   学校教育法（昭和２２年法律第２６号）の改正（主務教諭の職の新設）により起き

た項ずれに合わせて改正を行う。 

 

２ 実施時期 

  （１）及び（２）については、公布の日及び令和８年４月１日 

  （３）については、令和８年４月１日 

  


